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期 限 等

各部長

情報システム監理官

各税務署長

殿

殿

殿

東京国税局長（官印省略）

害への対応等マニュアル」 の活用について（指示）

標題のことについては、別紙のとおり国税庁から指示があったことから、今後、公務

執行妨害が発生した（発生するおそれがある）場合には、 「緊急対応マニュアル（令和

5年7月）」によるほか、本マニュアルに基づき適切に対応されたい。
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各国税局総務部長 殿

沖縄国税事務所次長 殿

官総 10- 86 

令和5年6月 15日

国税庁長官官房総務課長

（官印省略）

「公務執行妨害への対応等マニュアル」の活用について（指示）

平成 24年4月3日付官総1-12「公務執行妨害への対応等マニュアル」の活

用について（指示）により定めた「公務執行妨害への対応等マニュアル」につい

て、別添のとおり改正したため、令和5年6月 15日以降はこれによられたい。

（趣旨）

職務中の公務員に対して暴行・脅迫を働いた場合には公務執行妨害罪が成立

し、現行の「公務執行妨害罪対応マニュアル」においても、暴行のみならず脅迫

についても対象とした記載となっているところ、暴行への対応を強く意識した

ものとなっているため、脅迫も公務執行妨害になること自体を含め、脅迫へのよ

り的確な対応を行えるよう、整備を行うものである。

層



（別添）

公務執行妨害への対応等マニュアル

＾ 
Tコ和 .5 

年＇

国 税 庁
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公務執行妨害への対応等について

I 公務執行妨害罪

公務執行妨害罪は「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を

加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」（刑法第

95条第1項）と規定されている。

くポイント＞

〇 「暴行」とは

公務員に向けられた有形力の行使であるが、必ずしも直接に公務員の身体に対して

加えられる必要はなく、直接には物に対して加えられた有形力であっても、それが公

務員の身体に物理的に感応しうるものであれば足りる（いわゆる間接暴行）（最判昭 37•

1 • 23ほか）。

（参考）暴行罪との違い

暴行罪（刑法第208条）における「暴行」は、人の身体に対する不法な有形力の行

使を意味しており（大判大 11• 1 • 24ほか）、公務執行妨害罪における「暴行」の範

囲とは異なる（公務執行妨害罪のほうが広い。）。

【暴行罪（刑法第208条）】 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき

は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処す

る。

屑
・ 税務職員がその職務上徳利を手に持ち、その内容物について尋問する際、被告人

が腕力でこれを蒋い取り、さらに破砕した行為（大判明 37• 7 • 5)。

・ 税務署員が税金滞納処分による差押物件を屋内から搬出するのを妨害する意図で

入口に薪及び空樽を積み重ねた行為（最判昭28• 8 • 18)。

・ 大蔵事務官が、酒税法違反事件について、被疑者に差し押さえた貸売帳を示し、

質問顛末書の承認を求めたとき、被告人がこれを被疑者の手からつかみとり、その

事務官の面前で破りさる行為（仙台高秋田支判昭28• 4 • 14)。

〇 「脅迫」とは

恐怖心を起こさせる目的で、他人に害悪を通知することの全てをいい、その害悪の

内容、性質、通知の方法のいかんを問わない。必ずしも明示の言動による必要はなく、

自己の性行、経歴または職業上不法の威勢を利用し、これに応じないときは不当の不

利益を受けることがあるという恐れを抱かせるものであればよい（広島高判昭 24• 7 • 

16)。

ー



（参考）脅迫罪等との違い

脅迫罪（刑法第 222条）及び強要罪（刑法第223条）における「脅迫」は、害悪の

内容が「生命、身体、自由、名誉又は財産」を対象としたものに制限されており、公

務執行妨害罪における「脅迫」の範囲とは異なる（公務執行妨害罪のほうが広い。）。

【脅迫罪（刑法第 222条）】 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える

旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に

処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人

を脅迫した者も、前項と同様とする。

【強要罪（刑法第 223条）】 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加

える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、

又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅

迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項

と同様とする。

3 前二項の罪の未遂は、罰する。

詞
・ 県税検査員が、納税義務者の自宅付近で県税調査に従事中、これに向かって暴言

を吐き危害を加えるような勢いを示すことは脅迫に当たる（大判大 3• 12 • 7)。

• 第三者の行為による害悪を告知する場合でも、行為者自身がその第三者の決意に

影響を与えうる地位にあることを知らせること。例えば、「俺の仲間はたくさんい

て、そいつらも君をやっつけるのだと相当意気込んでいる」と申し向けた行為は脅

迫に当たる（最判昭 27• 7 • 25)。

・ 「処分をやめろ。殴らなければわからんか。月夜ばかりではないぞ。覚えておけ。J

といった発言も脅迫に当たる（広島地判昭47,8,29)。

〇 暴行・脅迫の程度等

• 本罪は、公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた

ときは直ちに成立するものであって、その暴行又は脅迫はこれにより現実に職務執

行妨害の結果が発生したことを必要とするものではなく、妨害となるべきものであ

れば足りうるものである。（最判昭 33• 9 • 30ほか）。

． 脅迫は、それによって、現に相手方である公務員が恐怖に陥ったことを要するも
のではない（広島病判昭24• 7 • 16ほか）。

圏
・ 陶器製の招き猫を振り上げて巡査に殴りかかったところ、他人にこれを取り上げ

られ、現にその巡査を殴りつけるにいたらなかったとしても、それ自体巡森の職務

遂行を妨害するに足りる暴行である限り、本罪は、それによって完成する（大阪高

2
 



判昭 33• 6 • 30)。

0 麟

• 本罪の故意は、相手方が公務員であること、及びそれが職務を執行するに当たっ

て、これに暴行・脅迫を加えることを認識することであるとされている（大判大 5.

10 • 9)。

なお、特に職務の執行を妨害する意思は必要としないと解されている。公務員に

暴行・脅迫を加えるに至った動機•原因は何でもよく、公務員の職務執行そのもの

に関係のない事実に起因した場合であっても公務執行妨害罪の成立は妨げられな

い（大判昭 9• '1 •24) 。

II 公務執行妨害への対応

1. 出張先の場合

(1) 出張前の準備

公務執行妨害は、突発的に発生するものであるが、事前準備の際に納税者やその

関係者（以下「納税者等」という。）とのそれまでの接触の際の言動等の情報を十分

に確認した上で納税者等との対応方法を検討することが、公務執行妨害の未然防止

となる。

このため、公務執行妨害が発生する可能性が高いと認められる場合には、担当統

括官等は接触前に署長以下の署幹部と調査や徴収等の進め方、接触体制、緊急対応

体制等について十分協識を行い、担当者に対して十分に説明を行うとともに言動等

に留意するよう指導する。また、納税者等と接触する際には複数名で対応する。

(2) 出張先での調査等における対応

調査や徴収等の際の出張先では、公務執行妨害の態様（暴行又は脅迫）に応じて、

次のとおり対応する。

A 暴行の場合

（イ） 担当者

＜納税者等が暴行を行うおそれが生じた場合（興奮して大声を発する、担当者

の書類を奪うような姿勢をとった場合など） ＞ 

〇 直ちに、納税者等に対し警告を発する。

なお、納税者等とのやり取りにおいては、納税者等の挑発などに乗ることな

く、終始、冷静に対応することに留意する。

（趣旨）

． 危害が加えられないよう、暴行には毅然と対応する姿勢を示し、未然防止
を図る。

・ 納税者等が公務執行妨害罪に当たることを認識して暴行したという故意性

を確定させる。

3
 



i i 
I 【警告方法（例）】 i 

l 「落ち着いてください。職務執行中の公務員に対して暴行を加えた場合には、刑！
I法の公務執行妨害罪となりますので、警察に通報することとなります。」 i 

i 

.....................................................".....,.....“................................................................. ".................................................................................................................................................................". j 

＜納税者等が暴行を行った場合＞

① その場で必ず抗議し、直ちに調査等を打ち切る（抗議したことにより納税者

等から謝罪があったとしても、調査等を打ち切る。）。

携行書類を保全するとともに、暴行を受けた証拠（例えば、血の付いたハン

カチ、破られた調査等関係書類、壊された眼鏡等。）を保全する。ただし、切

迫した状況である場合には、身の安全を最優先とし、直ちにその場から退避す

る。

（趣旨）

・ 直ちに調査等を打ち切る理由は、職員の身の安全を確保することが最も

重要であることは言うまでもないが、そこで我慢をして調査等を続行した

り、話合い等をしたりした場合には、暴力を容認した、暴行を働いた相手

方を許した、公務の執行を妨害するほどの行為ではなかった等と判断され、

公務執行妨害罪の成立が難しくなるおそれがあるためである。

-●●9 9 99 99 99 9 9 9999 9 9 99999 9 9 99 9 9 9 •9 9 9 9 9 999 9 9 9 •9 99 9 9 •99 9 9 9 9 9 99 9 9 9 999 9 9 99 99 9 9 9 9999 9 9’•9 999 9“'’’'“'•9 9 9 9 9999 9 9 9999 9 9 99 99 9 9 9 9 999 9 99 99 9 9 •999 9 9 99 99 9 9 9 9 9 99 9 9 9 99 9 9 999 9 99 99 9 9 9 9 99 9 9 99 9 9 99 9 9 9 999 9 9 99 9••9 9 9 9999 9 9 99 •99 9 9999 9 9 99 99 99 9 9 99 99 9 9 9999 ] 

I 【抗議方法（例）】
i 「何をするのですか、あなたは今暴力を振るいましたね。これは公務執行妨害罪I
I に当たります。このような暴力を振るうような状態では正常な調査はできませんI
Iので、本日の調査はこれで打ち切ります。これから警察に通報します。」 l 
--..........,,.. •9 9,..., 9 9 -・ •9 9 9“...'“99 9● 99 99●'“""""""""""●  9 99 ●●""●●● 9 9 9 ●● 9 9 9,.."'...,..,."'99 99 9 9 9 9 9•9 9 9 9 9● 999 9 9 999“'’’'“9 999 9 9 9 9 99 99 9 9 9999 9 9 99 99 99 9 9 99 99 9 9 9999 9 9 9999 9 9 9 9 9999 9 9 99 99 9 9 9"'’’’'”',...9 9’’'99 9 9 9 •9 9 9● 99 9 9 999 99 9“9  9 99 9 9 9 999 9 9 99 99 99 9 9 99 99 9 9 99 99 9 9 99 99 9 9 99 99 9 9 9 9"”•• 9•99 9 --

② 安全が確保された時点で警察に 110番通報する。

（趣旨）

• 110番ダイヤルにより警察に通報することによって、通報が警察の記録

に残り立件に当たっての証拠となること、管轄の警察署を間違えることが

ないことからである。

,..............、...、,......、、....“"..............,......................................."........、............、......"'’’'“.........................................................、......、..........................".................................................................、.......“...、

I 【通報方法（例）】
I 「00税務署の00と申します。たった今、職務執行中に納税者から暴行を受けl
l ましたので通報しました。」
l 「暴行現場の住所は00の00宅で、加害者はロロです。」
I 「なお、暴行で●●をけが（又は職務で使用する▲▲を損壊）しました（けがのl
l 程度によっては救急車の出動要請も併せて依頼する。）。」
9...............................、............“”'...."'’“.............................................................."..........“..........................................................................、,....、.............、....................................................................9
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③ 統括官等に電話により状況を説明し、応援を要請する。

④ 警察官到着までの間、被害時刻、加害者、暴行の内容等、現場の状況をメモ

する。

⑤ 警察官到着後、守秘義務に留意しつつ必要な範囲内で、警察官に被害状況

（「暴行」の事実）の説明を行うとともに、現場確認に適宜対応する。

⑥ けがの程度に応じて、病院に直行又は一且帰署した後に病院に行く。

（ この際、公務に起因したけがについては、国家公務員災害補償法が適用され、＼
共済組合の給付の対象外となるため、当該けがが公務上又は公務外のいずれか

l に認定されるまでは、原則、共済組合員証の使用を留保し、診断書の発行を依 l
＼頼する。

⑦ けがをした部分を写真により記録するとともに証拠物（血の付いたハンカチ

等）を保全する。

⑧ 記憶が鮮明なうちに経過記録・調査報告書等を作成する。

(n) 署管理者

① 統括官等は、担当者から状況を聞き、職員の身の安全を最優先に考えながら

必要な指示を行う。

② 統括官等は、速やかに署幹部に第一報を報告した上で、直ちに応援のための

職員を複数名で派遣する。

③ 総務課長は国税局（沖縄国税事務所を含む。以下同じ。）総務課に、統括官

等は国税局主管課に連絡する。

④ 署幹部から事件の所轄警察署に「公務執行妨害罪」での厳正な対応を要請す

る。また、総務課長は所轄警察署へ臨場し、暴行等を受けた職員の事情聴取に

立ち会うなど対応する。

⑤ 署幹部は、今後の警察との対応、調査等の進め方、被害職員の心のケア等に

ついて、国税局（必要に応じて契約弁護士等を含む。）の指示も仰ぎつつ検討

を行う。

(11) 国税局

① 署からの第一報を受け、国税局総務課及び国税局主管課は直ちに国税局幹部

及び関係課に第一報を報告する。また、速やかに国税局総務課は国税庁総務課

に、国税局主管課は国税庁主管課に第一報を報告する。

② 国税局幹部は、必要に応じて、管轄の都道府県警察本部に「公務執行妨害罪」

での厳正な対応を要請する。

③ 国税局幹部は、署からの報告等を踏まえ、今後の警察との対応、報道対応、

調査等の進め方、被害職員の心のケア等について、国税庁の指示を仰ぎつつ、

署幹部に必要な指示を行う。
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④ 国税局担当課は、公務災害の手続や見舞金支給について検討を行う。

B 脅迫の場合

〔a.身体へ危害を加える意思を明らかにする等、納税者等が明らかな脅迫をした

場合（「殺してやる。」「殴られなければわからないか。」「お前の家に火をつけてや

る。」「自分の仲間には暴力団がいるから、身の回りに気を付けた方がいい。」「お

前の家族にも危害が及ぶことになる。」といった発言があった場合など）〕

（イ） 担当者

① その場で直ちに脅迫をやめるよう抗議した上で、調査等を打ち切り、身の安

全の確保を図る（抗議したことにより納税者等から謝罪があったとしても、調

査等を打ち切る。）。

また、脅迫を受けた時点で、脅迫内容をメモする（脅迫を受けていない職員

においても、脅迫内容を聞いていた場合には同様にメモする。）。ただし、その

場でメモすることが難しい場合には、身の安全が確保できた時点で速やかに記

録することに留意する。

なお、納税者等とのやり取りにおいては、納税者等の挑発などに乗ることな

く、終始、冷静に対応することに留意する。

おって、調査等の打ち切りにあたっては、携行書類を保全することに留意す

る必要があるが、暴行に発展する可能性が高い等の切迫した状況である場合に

は、身の安全を最優先とし、直ちにその場から退避する。

（趣旨）

・ 直ちに調査等を打ち切る理由は、職員の身の安全を確保することが最も

重要であることは言うまでもないが、そこで我慢をして調査等を続行した

り、話合い等をしたりした場合には、脅迫を容認した、脅迫を働いた相手

方を許した、脅迫が公務の執行を妨害するほどの行為ではなかった等と判

断され、公務執行妨害罪の成立が難しくなるおそれがあるためである。

． 脅迫内容を現場で速やかにメモする理由は、記憶が鮮明なうちに書面化
することで正確性が一定程度担保され、ひいては当該職員の供述の信憑性

を高めることにつながるためである。

,........................................、.....、................................,....,..........................................................................................、................................................、....、........、..................".....、...、...................,....

l 【抗議方法（例）】
l 「そのような発言は私への脅迫になり、公務執行妨害罪に当たりますので、やめ 1
Iてください。このような状態では正常な調査はできませんので、本日の調査はこれI
lで打ち切ります。これから警察に通報します。」
.......................................................................................................、......."'’'”...............“.............................................................................................................................................................,

② 安全が確保された時点で警察に 110番通報する。
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（趣旨）

• 110番ダイヤルにより警察に通報することによって、通報が警察の記録

に残り立件に当たっての証拠となること、管轄の警察署を間違えることが

ないことからである。

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~・~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~..~ ~ ~ ~..~ ~ ~ ~ ~ ~・~ ▼●● ~...~....~ ~...~ ~ ~ ~ ~ ~ ▼•、~ ~ ~ ~ ~ ••• ~ ~ •~ ~ ~ ~ ▼▼ ~.、~ ~ ~ ~.. ←▼▼ ~ ~......”~ ▼▼ •”.”·．·▼”•””·・▼●.......・”..................．...

l 【通報方法（例）】
I 「00税務署の00と申します。たった今、職務執行中に納税者から脅迫を受けI
！ ましたので通報しました。」
I 「脅迫現場の住所は00の00宅で、加害者はロロです。」 l 
| 「脅迫の内容は「●●」です。」
L........ "....、.........................................................................................................................................,............".......“.......................................................................................................................l

③ 統括官等に電話により状況を説明し、必要に応じて応援を要請する。

④ 警察官到着後、守秘義務に留意しつつ必要な範囲内で、警察官に被害状況

（「脅迫」の事実）の説明を行うとともに、現揚確認に適宜対応する。

⑤ 現地において作成したメモの原本は重要な物証となることから、署に持ち帰

り、守秘義務の観点から間題がないかの確認といった所定の手続を経た上で速

やかに警察官へ任意提出する。

なお、作成したメモの内容については、切迫した状況で作成したため読みに

くい等の事情があっても帰署してから清書や加除訂正等はせず、基本的にその

まま警察官に任意提出することに留意する。

⑥ 記憶が鮮明なうちに経過記録・調査報告書等を作成する。その際、現地にお

いて作成したメモの写しを、脅迫内容を記載した調壺報告書等の添付資料とす

る。

(U) 署管理者

① 統括官等は、担当者から状況を聞き、職員の身の安全を最優先に考えながら

必要な指示を行う。

② 統括官等は、速やかに署幹部に第一報を報告した上で、担当者から要請があ

った場合には直ちに応援のための職員を複数名で派遣する。

③ 総務課長は国税局総務課に、統括官等は国税局主管課に連絡する。

④ 署幹部から事件の所轄警察署に「公務執行妨害罪」での厳正な対応を要請す

る。また、総務課長は所轄警察署へ臨場し、脅迫を受けた職員の事情聴取に立

ち会うなど対応する。

⑤ 署幹部は、今後の警察との対応、調査等の進め方、被害職員の心のケア等に

ついて、国税局（必要に応じて契約弁護士等を含む。）の指示も仰ぎつつ検討

を行う。

(II) 国税局
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① 国税局総務課及び国税局主管課は国税局幹部及び関係課に第一報を報告す

る。また、速やかに国税局総務課は国税庁総務課に、国税局主管課は国税庁主

管課に第一報を報告する。

② 国税局幹部は、必要に応じて、管轄の都道府県警察本部に「公務執行妨害罪」

での厳正な対応を要請する。

③ 国税局幹部は、署からの報告等を踏まえ、今後の警察との対応、報道対応、

調査等の進め方、被害職員の心のケア等について、国税庁の指示を仰ぎつつ、

署幹部に必要な指示を行う。

④ 国税局担当課は、公務災害の手続や見舞金支給について検討を行う。

〔b.納税者等から、現場では明らかな脅迫とまでは判断できないものの恐怖を感

じる発言があった場合〕

（イ） 担当者

① その場で直ちに恐怖を感じさせる発言をやめるよう抗議した上で、その場で

納税者等の発言内容をメモする。ただし、その場でメモすることが難しい場合

には、身の安全が確保できた時点で速やかに記録することに留意する。

また、調査等を一時中断した上で、納税者等の発言内容や現在の状況を統括

官等に報告し、調査継続の当否や継続する場合の留意事項等について指示を仰

なお、納税者等とのやり取りにおいては、納税者等の挑発などに乗ることな

く、終始、冷静に対応することに留意する。

おって、調査担当者が調査を継続することに恐怖を感じた場合にあたっては、

携行書類を保全することに留意する必要があるが、暴行に発展する可能性が高

い等の切迫した状況である場合には、身の安全を最優先とし、直ちにその場か

ら退避する。

,..................................................................'’‘......... "....................................................................................、..........、............"”‘............"...............,......................................................................, 

l 【抗議方法（例）】
l 「そのような発言は私への脅迫として公務執行妨害罪に当たる可能性がありま！
lすので、やめてください。このような状態では正常な調査はできませんので、本日 I
Iの調査はこれで打ち切ります。」
・ •.,............................、..."•ヽヽ'”‘,...............“.............................................................................、..............."'""......、...........,.........,....................................................................."................................、....,9 

② 統括官等に電話により状況を説明し、指示を仰ぐ。

③ 記憶が鮮明なうちに経過記録・調査報告書等を作成する。その際、現地にお

いて作成したメモについても、破棄・修正等することなく、その写しを、納税

者等の発言内容を記載した調査報告書等の添付資料とする。

なお、メモの原本は、菫要な物証となることから、別途保管する。
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(n) 署管理者

① 統括官等は、担当者から状況を聞き、職員の身の安全を最優先に考えながら

必要な指示を行う。

② 統括官等は、速やかに署幹部に第一報を報告する。

③ 総務課長は国税局総務課に、統括官等は国税局主管課に連絡する。

④ 総務課長は、国税局総務課と協議の上で、事件の所轄警察署に「公務執行妨

害罪」の可能性及び今後の対応における留意点等を相談し、助言を求める。そ

の際には、上記（イ）③で別途保管したメモの原本を、必要に応じて、守秘義務

の観点から問題がないかの確認といった所定の手続を経た上で速やかに警察

官へ任意提出する。

なお、作成したメモの内容については、切迫した状況で作成したため読みに

くい等の事情があっても帰署してから清書や加除訂正等はせず、基本的にその

まま警察官に任意提出することに留意する。

また、総務課長は、脅迫を受けた職員が所轄警察署から事情聴取を受けるこ

ととなった場合には立ち会うなど対応する。

⑤ 署幹部は、今後の警察との対応、調査等の進め方、被害職員の心のケア等に

ついて、国税局（必要に応じて契約弁護士等を含む。）の指示も仰ぎつつ検討

を行う。

(I¥) 国税局

① 署からの第一報を受け、国税局総務課及び国税局主管課は直ちに国税局幹部

及び関係課に第一報を報告する。また、速やかに国税局総務課は国税庁総務課

に、国税局主管課は国税庁主管課に第一報を報告する。

② 国税局幹部は、必要に応じて、管轄の都道府県警察本部に「公務執行妨害罪」

での厳正な対応を要請する。

③ 国税局幹部は、署からの報告等を踏まえ、今後の警察との対応、報道対応、

調査等の進め方、被害職員の心のケア等について、国税庁の指示を仰ぎつつ、

署幹部に必要な指示を行う。

④ 国税局担当課は、公務災害の手続や見舞金支給について検討を行う。

2.庁舎内の場合

庁舎内では、公務執行妨害の態様（暴行又は脅迫）に応じて、次のとおり対応する。

※ 非常勤職員への暴行又は脅迫にも公務執行妨害罪が適用されることに留意する。

A 暴行の場合

（イ） 各職員

＜納税者等が暴行を行うおそれが生じた場合（興奮して大声を発する、担当者の

，
 



書類を奪うような姿勢をとった場合、執務室内に強引に侵入しようとした場合

など） ＞ 

① 担当者は、納税者等に対し警告を発し、担当統括官（不在の場合には他の統

括官等の管理者）に状況を説明する。

② 担当統括官等が他の職員と複数名で応対を行う。また、状況の切迫度合いに

より周囲の職員に応援を求める。

なお、納税者等とのやり取りにおいては、納税者等の挑発などに乗ることな

く、終始、冷静に対応することに留意する。

③ 連絡調整官や総括上席等の部門職員は、総務課長に状況を説明する。

④ 総務課長は庁舎内の警備体制等について必要な指示を行うとともに、暴行を

受けた場合の対応について指示を行う。

（趣旨）

・ 納税者等が公務執行妨害罪に当たることを認識して、暴行したという故意

性を確定させる。

． 庁舎内の場合には、組織的な対応を取ることが重要であり、原則として統
括官、総務課長等の管理者が納税者等と応対することとし、各職員は協力す

る体制を整える。

・ 職員や他の納税者等に危害が加えられないよう、また署長室などの執務室

に立ち入られないよう、暴行には毅然と対応する姿勢を示すとともに、職員

等の受傷事故等の未然防止を図る。

l 【警告方法（例）】
I 「落ち着いてください。職務執行中の公務員に対して暴行を加えた場合には、刑 l
i法の公務執行妨害罪となりますので、警察に通報することとなります。」 I 
9.................,.......“......................................................................................................................................................................................................................................................................................、

＜納税者等が暴行を行った場合＞

① その場で必ず抗議するとともに、暴行を受けた証拠（例えば、血の付いたハ

ンカチ、破られた調査等関係書類、壊された眼鏡等）の保全や、や・り取り等の

記録を行う。

また、周囲の職員は、納税者等の行動を制止するなど、職員や他の納税者等

の安全を確保するとともに、直ちに警察へ 110番通報する。

なお、安全の確保に支障が生じない範囲で、暴行の現場の状況をできる限り

保全する（例えば書類が散乱していたり、椅子が倒れていたりしたら、それを

片付けずにそのままにしておく。）ように努める。

（趣旨）
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警告を発していることから、ちゅうちょなく直ちに警察に通報し、捜査等

が円滑に行われるようにする。

なお、対応を続行、あるいは話合い等をした場合には、暴力を容認した、

暴行を働いた相手方を許した、公務の執行を妨害するほどの行為ではなかっ

た等と判断され、公務執行妨害罪の成立が難しくなるおそれがある。

• 110番ダイヤルにより警察に通報することによって、通報が警察の記録に

残り立件に当たっての証拠となること、管轄の警察署を間違えることがない

ことからである。』...,.....,.............,....,.............".......”...........,.,....、....,'"...,....................,............................,....,...............、......................".............."........................, 

I 【抗議方法（例）】
： 何をするのですか、あなたは今暴力を振るいましたね。 i 
I これは公務執行妨害罪に当たります。これから警察に通報します。 I 
L.............置.................................“.....重..........‘‘.........、......、....、●●ヽヽ●●●●● ●ヽ‘...........................................................,.“....................,........................................,......重.,............,......,..“.............................,........,9

【通報方法（例）】

「00税務署の00と申します。たった今、庁舎内で職員が暴行を受けましたの

で通報しました。」

「加害者はロロです。」

「なお、暴行で●●をけが（又は職務で使用する▲▲を損壊）しました（けがのI
程度によっては救急車の出動要請も併せて依頼する。）。」

② 警察官到着後、守秘義務に留意しつつ必要な範囲内で、警察官に被害状況

（「暴行」の事実）の説明を行う。また、暴行を加えた納税者等の身柄を確保

している場合は、警察官にその身柄を引き渡す。

③ けがの程度に応じて、病院（公的医療機関又は嘱託医）に行く。

i この際、公務に起因したけがについては、国家公務員災害補償法が適用され、＼
l共済組合の給付の対象外となるため、当該けがが公務上又は公務外のいずれかにl
I認定されるまでは、原則、共済組合員証の使用を留保し、診断書の発行を依頼すI
＼．．る。

④ けがをした部分を写真により記録するとともに証拠物（血の付いたハンカチ

等）を保全する。

⑤ 記憶が鮮明なうちに経過記録・調査報告書等を作成する。

(n) 署管理者

① 速やかに署幹部に報告する。

② 総務課長は国税局総務課に、統括官等は国税局主管課に連絡する。

③ 署幹部から事件の所轄警察署に「公務執行妨害罪」での厳正な対応を要請す

る。
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④ 署幹部は、今後の警察との対応、調査等の進め方、被害職員の心のケア等に

ついて、国税局（必要に応じて契約弁護士等を含む。）の指示を仰ぎつつ検討

を行う。

(I¥) 国税局

上記1.(2)A(1ヽ）に同じ。

B 脅迫の場合

〔a.身体へ危害を加える意思を明らかにする等、納税者等が明らかな脅迫をし

た場合（「殺してやる。」「殴られなければわからないか。」「お前の家に火をつけ

てやる。」「自分の仲間には暴力団がいるから、身の回りに気を付けた方がいい。」

「お前の家族にも危害が及ぶことになる。」といった発言があった場合など）〕

（イ） 各職員

① その場で直ちに脅迫をやめるよう抗議した上で、応対等を打ち切り、身の安

全の確保を図るとともに周囲の職員に 110番通報を依頼する。

周囲の職員は、納税者等の行動を制止するなど、自身を含む職員や他の納税

者等の安全を確保するとともに、直ちに警察へ 110番通報する。、

また、脅迫を受けた時点で、脅迫内容をメモする（脅迫を受けていない職員

においても、脅迫内容を聞いていた場合には同様にメモする。）。ただし、その

場でメモすることが難しい場合には、身の安全が確保できた時点で速やかに記

録することに留意する。

なお、納税者等とのやり取りにおいては、納税者等の挑発などに乗ることな

く、終始、冷静に対応することに留意する。

（趣旨）

・ 直ちに応対等を打ち切る理由は、職員の身の安全を確保することが最も璽要

であることは言うまでもないが、そこを我慢して応対等を続行、あるいは話合

い等をした場合には、脅迫を容認した、脅迫を働いた相手方を許した、脅迫が

公務の執行を妨害するほどの行為ではなかった等と判断され、公務執行妨害罪

の成立が難しくなるおそれがある。

． 脅迫内容を速やかにメモすることは、記憶が鮮明なうちに響面化することで
正確性が一定程度担保され、ひいては当該職員の供述の信憑性を高めることに

つながるためである。

• 110番ダイヤルにより警察に通報することによって、通報が警察の記録に残

り立件に当たっての証拠となること、管轄の警察署を間違えることがないこと

からである。
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~．~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~．~ ~ ~ ~ ~ ~ ~．~ ~ ~ ~ ~．~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~．~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~..~ ~．~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~．~ ~ ~ ~ ~ ~・................ ・; 

i 【抗議方法（例）】 I 
l そのような発言は、私への脅迫になりますので、やめてください。 I 
i 

l これから警察に通報します。 I 
i ,,,..........................、．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．＂．．．．．．．．．．．．．．．＂．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．、

i -・-・-・... _.. _ ~••• ~ ~ ~ ~... ~........ ~... ~ ~ ~ ←▼▼ ~• ←…▼  •…·--••.................••• ~• ••• ~.... ~ ~.. ~ ~ ~ ~ ~ • ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ •~ • ~ ~ ~ •~ • ~ ~ ~ •~ • ~ ~ ~ ~ ~ ~ • ~ ~ ~ ~ •~ ~ ~ • ~ ~ ~ ~ • ~ ~ ~ ~ •~ ~ ~ ~ ~ ~.. ~ ~ ~.. ~ ~ ~ ~.. ~ ~.. I 

l 【通報方法（例）】 i 

l 「00税務署の00と申します。たった今、庁舎内で職員が脅迫を受けましたの l
I で通報しました。」 ， ， l 

i 「加害者はロロです。」 I 
l 「脅迫の内容は「●●」です。」 l 
9,99  9 9 9999 9”99 9 99 9 9 999 9999999 99 999 999999 999 9 9 99 9 99999 99 9 99 99 9999●99999 9 9 ""”"”"  " ""● 9 9 9 "”...,....,..”"'“""‘'”"●ヽ 9●●●,,.....,,.....,,.....”● 9......‘“”"'’'"'’‘" ""'””"'‘”"”"‘”"‘"  "‘’'" "”"”’'"""'.....‘”"',." "'’'"" " "'""'“"'’‘”"'""'“"“”● 9 9 l 

② 警察官到着後、守秘義務に留意しつつ必要な範囲内で、警察官に被害状況

（「脅迫」の事実）の説明を行う。また、脅迫を行った納税者等の身柄を確保

している場合は、警察官にその身柄を引き渡す。

③ 上記①で作成したメモの原本は重要な物証となることから、守秘義務の観点

から問題がないかの確認といった所定の手続を経た上で速やかに警察官へ任

意提出する。•

なお、作成したメモの内容については、切迫した状況で作成したため読みに

くい等の事情があっても、清書や加除訂正等はせず、基本的にそのまま警察官

に任意提出することに留意する。

④ 記憶が鮮明なうちに経過記録・調査報告書等を作成する。その際、上記①で

作成したメモの写しを、脅迫内容を記載した調査報告書等の添付資料とする。

(n) 署管理者

① 速やかに署幹部に報告する。

②総務課長は国税局総務課に、統括官等は国税局主管課に連絡する。

③ 署幹部から事件の所轄警察署に「公務執行妨害罪」での厳正な対応を要請す

る。また、総務課長は所轄警察署へ臨場し、脅迫を受けた職員の事情聴取に立

ち会うなど対応する。

④ 署幹部は、今後の警察との対応、調査等の進め方、被害職員の心のケア等に

ついて、国税局（必要に応じて契約弁護士等を含む。）の指示を仰ぎつつ検討

を行う。

(I¥) 国税局

上記1.(2)B< a. 納税者等が明らかな脅迫をした場合＞（Iヽ）に同じ。

〔b.納税者等から、その場では明らかな脅迫とまでは判断できないものの恐怖を

感じる発言があった場合〕
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（イ） 各職員

① その場で直ちに恐怖を感じさせる発言をやめるよう抗議した上で、応対等を

を打ち切り、担当統括官（不在の場合には他の統括官等の管理者）に状況を説

明する。その後速やかに発言の内容を記録することに留意する。

② 担当統括官等が応対を行う。または、状況の切迫度合いにより周囲の職員に

応援を求める。

また、納税者等とのやり取りにおいては、納税者等の挑発などに乗ることな

く、終始、冷静に対応することに留意する。

③ 連絡調整官や総括上席等の部門職員は、総務課長に状況を説明する。

④ 総務課長は庁舎内の警備体制等について必要な指示を行うとともに、脅迫を

受けた場合の対応について指示を行う。

,........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

l 【抗議方法（例）】
I そのような発言は、私への脅迫になる可能性があり、脅迫になる場合には公務執i
l行妨害罪に当たりますので、やめてください。
I このような状態では私は正常な応対ができませんので応対を打ち切り、上司に！

I I I報告させていただきます。

（注）担当統括官等による応対後、納税者等が明らかな脅迫をした場合には、上

記の＜ a.納税者等が明らかな脅迫をした場合＞に準じて処理する。

（日） 署管理者

① 総務課長は国税局総務課に、統括官等は国税局主管課に連絡する。

② 総務課長は、国税局総務課と協議の上で、事件の所轄警察署に「公務執行妨

害罪」の可能性及び今後の対応における留意点等を相談し、助言を求める。ま

た、総務課長は、脅迫を受けた職員が所轄警察署から事情聴取を受けることと

なった場合には立ち会うなど対応する。

③ 署幹部は、今後の警察との対応、調査等の進め方、被害職員の心のケア等に

ついて、国税局（必要に応じて契約弁護士等を含む。）の指示も仰ぎつつ検討

を行う。

(I¥) 国税局

上記1.(2)B < b.納税者等から、その場では明らかな脅迫とまでは判断できな

いものの恐怖を感じる発言があった場合＞（ハ）に同じ。

3. 電話応対の場合

電話応対の際の脅迫に対しては、上記2. Bの場合に準じて対応する。
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m 研修
公務執行妨害に対する的確かつ迅速な対応については、局署の会議や研修等において

機会あるごとに職員に周知し意識付けを行うことが重要である。

また、研修等に当たっては、マニュアル等による座学のほか、可能な場合にはケース

スタディを用いた研修なども活用することが有効である。

※ ケーススタディのための研修教材例は、別紙のとおり。

IV 見舞金の支給烏

国税局は、職務の執行に関連し納税者等から傷害等を受けた職員に対しては、昭和 54

年官総1-19「納税者等から傷害等を受けた職員に対する見舞金の贈呈について」（事務

運営指針）に基づき、見舞金の支給を検討する。

なお、見舞金の支給について、増額が相当であると認められる場合など、必要な場合

には事前に国税庁総務課審査企画係へ連絡する。

V 税理士による公務執行妨害に関する留意事項

公務執行妨害の主体が税理士である場合には、上記II記載の対応に加え、必要に応じ
て税理士法上の対応を行う観点から、局総務課（税理士専門官等）と緊密に連携する必

要があることに留意する。
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（別紙）

伽修教材例l

事例検討（公務執行妨害等への対応）

【はじめに】

これからの時間は、「事例検討」といたしまして、「公務執行妨害等への対応」に

ついて実際に最近発生した 2件の事例を寸劇形式でご紹介して検討していきたい

と思います。

公務執行妨害等への対応については、皆様も知識としてはご理解されていると思

いますが、実際に経験された方は少ないのではないでしょうか。

これからご紹介する事例の中で皆様が当事者だったらどのような対応をすべき

かを考えていただきながらご覧いただきたいと思います。

【事例 1:不適切な対応】

いかがでしょうか。

まず、皆様は一般的に公務執行妨害とは、職員が「殴られた」「蹴られた」ある

いは「腕をつかまれる」「ちょっとこづかれる」というようなケースを想定されると

思います。

しかしながら、刑法95条に規定する公務執行妨害罪は、加害者が「公務員が職務

を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた場合」に成立します。

ここで整理しなければならない点は「暴行」の範囲です。

公務執行妨害における「暴行」の範囲は、公務員に向けられた不法な有形力の行

使であり、直接身体に向けられたか否かを問いません。

一方、刑法208条に規定する暴行罪の「暴行」の範囲は、人の身体に対する有形

カの行使であり、明確に暴行の範囲が異なる点を良く理解していただきたいと思い

ます。

その整理の上で本事例を当てはめると、「職員が調査中に記載していたメモを奪

う」といった納税者の行為は正に公務執行妨害罪に当たることになります。

しかし本事例はそれに留まらず、一方で職員がとった「相手の手をつかんだ。」

という行為が一義的に暴行罪に触れるという点が問題になります。

もともと相手がとった不法行為を阻止することが何故問題になるのかという疑
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問が当然生ずるところではありますが、この行為が間題になるか否かの分かれ目は

納税者が行った行為が「公務執行妨害に当たる」旨の警告を発するか否かによって

整理されることから、そのような事例があった場合必ず相手に警告することが必要

となります。

このことはきちんと職務を果たそうとした職員が自分自身を守ることでもある

ので、徹底をお願いいたします。

また、担当統括官が納税者に対し「担当者が手をつかんだこと」について謝罪し

ていますが、担当者が取った行動が公務執行妨害に対する正当な制止行動であるこ

とから、謝罪するのではなく、納税者の行為に対し厳重に抗議すべきところが重要

なポイントです。

【事例1：適切な対応】

続きまして、 2つ目の事例を紹介いたします。

この事例についても皆様が当事者だったらどのような対応をすべきかを考えて

いただきながらご覧いただきたいと思います。

【事例2:不適切な対応】

いかがでしょうか。

個別事案の処理で納税者が興奮した場合に、「署長に会わせろ」と要求されるこ

とは少なくないと思います。

このような要求があった場合は、担当統括官等が「事案の責任者は私であり、お

話は私が全て伺います。」と毅然とした態度ではっきり意思表示をすることが大切

です。

署長が外出中又は会議中などといった理由で面会を断念させようとしても、「待

たせてもらう。」などと逆に居座りの口実を与える結果となるほか、署長がいれば

面会できることを容認することとなりますので、統括官等の幹部職員は、対応を徹

底して下さい。

それでもなお、本事例のように、納税者等が職員の制止を無視して署長室に進入

した場合は、その行為は公務執行妨害罪及び住居侵入罪に当たりますので、その行

為をとった相手に「公務執行妨害罪」あるいは「住居侵入罪」に当たることを警告

し、直ちに警察に通報すべきです。

「公務執行妨害罪」あるいは「住居侵入罪」に当たることを警告することは、相
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手に罪について認識させることであり、その後の苦情を抑制するためにも極めて重

要なことです。

また、相手が暴力に訴えた場合は、暴行を受けた職員の身体の安全の確保を図っ

ていただくことが第一であり、その上で、直ちに警察への通報など適切な対応をお

願いいたします。

※ 住居侵入罪（刑法130条）

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、

又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十

万円以下の罰金に処する。

【事例2:適切な対応】

【おわりに】

公務執行妨害については、直ちに警察へ通報する必要がありますが、中には、被

害が軽微であること、問題を大きくしたくない、警察での事情聴取など煩わしい、

揉めたくないなど、様々な理由から、警察への通報をもゆうちよするケースも見受

けられます。

しかしながら、公務執行妨害については再発防止の観点からも毅然とした対応が

必要ですので、このような意味合いを十分に理解していただき、適切な処置をお願

いします。

最後にもう 1点皆様にお願いしたいことは「署内連絡体制の整備」です。公務執

行妨害などの緊急対応を要する事案は、総務課長など幹部職員が見ていないところ

で起きることが大半です。

このため、署内での連絡体制をきちんと整備していただく必要がありますが、例

えば、署外で発生した場合と署内で発生した場合とではおのずと連絡体制が変わっ

てくると思います。整備に当たってはその辺も踏まえたところで検討をお願いいた

します。

その上で総務課長は情報を素早く集約・整理し、じ後の適切な対応をお願いいた

します。

なお、局への一報については、総務課長が対応していて連絡ができない場合には、

総務課長補佐から連絡をしていただくなど、遅滞なくお願いいたします。

また、公務執行妨害に関する署内研修を実施していただき、適切な対応について

すべての職員に周知徹底を図っていただくようお願いします。

ありがとうございました。
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バ
イ
ト
！

い
ろ
い
ろ
だ
よ
！
・
何
で
も
ゃ
ん
な
き
ゃ
飯
食
っ
て
い
け
ね
え
か
ら
な
。

ご
家
族
で
他
に
ご
収
入
の
あ
る
方
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

奥
様
は
お
仕
事
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

う
ち
の
や
つ
の
こ
と
な
ん
か
関
係
ね
え
だ
ろ
，
．
俺
の
調
査
で
き
た
ん
じ
ゃ
な

い
の
か
1

・

調
査
に
必
要
な
事
な
の
で
お
聞
き
し
て
い
る
ん
で
す
。

ご
家
族
の
状
況
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

妻
と
子
供
が

2
人
。
妻
は
パ
ー
ト
で
働
い
て
る
。

子
供
は
ま
だ
学
生
だ
。

お
子
さ
ん
に
も
お
金
が
か
か
る
時
期
で
し
ょ
う
。

ご
主
人
は
ど
の
よ
う
な
お
仕
事
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
。

何
度
同
じ
こ
と
を
い
わ
せ
ん
だ
っ
I
・
ア
ル
バ
イ
ト
っ
て
い
っ
て
ん
だ
ろ
1
・

し
つ
け
え
な
あ
！

て
め
え
さ
っ
き
か
ら
何
こ
そ
こ
そ
メ
モ
っ
て
ん
だ
1

・

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
だ
ぞ
！

(

B

調
査
官
の
メ
モ
用
紙
を
奪
い
取
る
）

（
メ
モ
を
手
放
す
。

（
手
を
放
す
。

19 

い
っ
て
え
な
あ
！
何
し
や
が
る
ん
だ
よ
！
・
公
務
員
が
こ
ん
な
こ
と
し
て
い
い

の
か
！
暴
行
じ
ゃ
ね
え
か
！
訴
え
て
や
る
I・

｀ ヽ

メ
モ
を
返
し
な
さ
い
。

メ
モ
を
返
さ
な
い
と
は
な
し
ま
せ
ん
。

は

な

せ

よ

！

↑

（
つ
か
ま
れ
た
手
を
振
り
回
す
。

何
を
す
る
の
で
す
か
！

（
納
税
者
の
手
を
つ
か
む
）

ア
ル
バ
イ
ト
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
で
し
ょ
う
。

ど
の
よ
う
な
ア
ル
バ
イ
ト
で
す
か
。

A
上
席
と
B
調
査
官
が
調
査
先
の
納
税
者
の
自
宅
に
お
い
て
臨
場
調
査
を

行
っ
て
い
ま
す
。

納
税
者
は
無
予
告
の
臨
場
に
抵
抗
を
示
し
て
い
ま
し
た
が
、
担
当
者
の
説
得

に
よ
り
や
む
な
く
調
査
に
応
じ
て
い
る
状
況
で
す
。

お
仕
事
の
内
容
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。



ナ
レ
ー
シ
ョ
ン

統
括
官

納
税
者

ナ
レ
ー
シ
ョ
ン

A
上
席

納
税
者

B
調
査
官

2
0
 

そ
の
後
、
納
税
者
は
警
察
に
被
害
届
を
提
出
し
、
B
調
査
官
は
暴
行
罪
の
容

疑
で
警
察
に
取
り
調
べ
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

B
調
査
官
が
あ
な
た
の
手
を
つ
か
ん
だ
こ
と
は
聞
い
て
い
ま
す
。
す
み
ま
せ

ん
で
し
た
。
た
だ
、
メ
モ
を
取
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
で
い
た
だ
き
た
い
。

今
後
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
引
き
続
き
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

ま
あ
今
日
の
こ
と
は
ひ
と
つ
穏
便
に
お
願
い
し
ま
す
よ
。

あ
ん
た
だ
ー
れ
。
さ
っ
き
来
た
人
の
上
司
？

さ
っ
き
さ
、
あ
ん
た
の
部
下
に
暴
行
さ
れ
た
ん
だ
よ
。
わ
か
る
？
暴
行
だ
よ

暴
行
！
ど
う
し
て
く
れ
ん
の
こ
れ
か
ら
警
察
に
訴
え
る
よ
！
い
い
の

そ
の
後
、
調
査
担
当
者
は
一
通
り
の
聴
き
取
り
を
終
え
て
署
に
戻
り
、
統
括

官
に
本
日
の
復
命
を
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
時
、
調
査
先
の
納
税
者
か
ら
統
括
官
に
電
話
が
か
か
っ
て
き
ま
し
た
。

ア
ル
バ
イ
ト
先
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

そ
れ
と
給
与
の
金
額
が
わ
か
る
も
の
は
保
存
し
て
い
ま
す
か
。

ま
あ
い
い
け
ど
よ
。

そ
れ
で
ま
だ
な
ん
か
聞
き
た
い
こ
と
あ
ん
の
。

あ
な
た
が
メ
モ
を
返
さ
な
い
か
ら
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

手
を
つ
か
ん
で
痛
い
思
い
を
さ
せ
た
こ
と
は
謝
り
ま
す
。



納
税
者

納
税
者

B
調
査
官

納
税
者

B
調
査
官

納
税
者

A
上
席

納
税
者

B
調
査
官

納
税
者

A
上
席

納
税
者

B
調
査
官

納
税
者

A
上
席

ナ
レ
ー
シ
ョ
ン

2
1
 

そ
れ
で
は
、
今
の
解
説
を
踏
ま
え
、
こ
の
事
案
に
お
け
る
適
切
な
対
応
例
と

し
て
、
も
う
一
度
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

だ
か
ら
、
さ
っ
き
も
言
っ
た
だ
ろ
｀
ア
ル
バ
イ
ト
だ
よ
ア
ル
バ
イ
ト
！

い
ろ
い
ろ
だ
よ
I

・
何
で
も
ゃ
ん
な
き
ゃ
飯
食
っ
て
い
け
ね
え
か
ら
な
。

う
ち
の
や
つ
の
こ
と
な
ん
か
関
係
ね
え
だ
ろ
！
俺
の
調
査
で
き
た
ん
じ
ゃ
な

い
の
か
1

・

お
子
さ
ん
に
も
お
金
が
か
か
る
時
期
で
し
ょ
う
。

ご
主
人
は
ど
の
よ
う
な
お
仕
事
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
。

何
度
同
じ
こ
と
を
い
わ
せ
ん
だ
っ
！
・
ア
ル
バ
イ
ト
っ
て
い
っ
て
ん
だ
ろ
！

し
つ
け
え
な
あ
I

・

て
め
え
さ
っ
き
か
ら
何
こ
そ
こ
そ
メ
モ
っ
て
ん
だ
I

・

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
だ
ぞ
！

(

B

調
査
官
の
メ
モ
用
紙
を
奪
い
取
る
）

何
を
す
る
の
で
す
か

1
•

あ
な
た
の
行
為
は
公
務
執
行
妨
害
に
当
た
り
ま
す

ょ
。（
納
税
者
の
手
を
つ
か
む
）

い
っ
て
え
な
あ
！
何
し
や
が
る
ん
だ
よ
！
公
務
員
が
こ
ん
な
こ
と
し
て
い
い

の
か
1

・
暴
行
じ
ゃ
ね
え
か
！
．
訴
え
て
や
る
I

・

何
だ
と
て
め
え
！
こ
ん
な
も
ん
返
し
て
や
る
よ
I

・

ア
ル
バ
イ
ト
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
で
し
ょ
う
。

妻
と
子
供
が

2
人
。
妻
は
パ
ー
ト
で
働
い
て
る
。

子
供
は
ま
だ
学
生
だ
。

調
査
に
必
要
な
事
な
の
で
お
聞
き
し
て
い
る
ん
で
す
。

ご
家
族
の
状
況
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

ご
家
族
で
外
に
ご
収
入
の
あ
る
方
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

奥
様
は
お
仕
事
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

ど
の
よ
う
な
ア
ル
バ
イ
ト
で
す
か
。

お
仕
事
の
内
容
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。



ナ
レ
ー
シ
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ン

ナ
レ
ー
シ
ョ
ン

A
上
席

納
税
者

B
調
査
官

2
2
 

あ
な
た
を
公
務
執
行
妨
害
と
し
て
訴
え
ま
す
。
A
上
席
警
察
を
呼
ん
で
く
だ

さ
い
。

そ
の
後
、
担
当
者
は
統
括
官
に
連
絡
す
る
と
と
も
に
警
察
に
通
報
し
、
公
務

執
行
妨
害
の
現
行
犯
と
し
て
納
税
者
を
引
き
渡
し
、
同
時
に
職
員
も
事
情
聴
取

を
受
け
署
に
戻
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
納
税
者
は
警
察
か
ら
取
調
べ
を
受
け
、

で
起
訴
さ
れ
ま
し
た
。

の
ち
に
公
務
執
行
妨
害
罪

あ
な
た
の
行
動
は
公
務
執
行
妨
害
に
当
た
り
ま
す
。
B
調
査
官
が
あ
な
た
の

手
を
と
っ
さ
に
つ
か
ん
だ
こ
と
は
、
公
務
執
行
妨
害
の
制
止
行
動
で
す
。
こ
の

よ
う
な
状
況
の
中
で
調
査
を
続
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
警
察
に
状
況
を
説

明
し
て
今
日
は
我
々
は
引
き
揚
げ
ま
す
。

ち
ょ
ち
ょ
ち
ょ
っ
と
待
て
よ
！
興
奮
す
ん
な
っ
て
1

・
冷
静
に
な
れ
よ
。



ナ
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ー
シ
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ン

納
税
者

総
務
課
長

納
税
者

総
務
係
長

納
税
者

総
務
課
長

納
税
者

総
務
課
長

納
税
者

A
調
査
官

納
税
者

A
調
査
官

納
税
者

ナ
レ
ー
シ
ョ
ン

2
3
 

納
税
者
が
退
庁
し
た
後
、
署
の
幹
部
が
集
ま
り
「
納
税
者
に
怪
我
を
さ
せ
た

J
と
」
へ
の
今
後
の
対
応
に
つ
い
て
話
し
合
い
が
始
ま
り
ま
し
た
。

（
署
長
室
に
入
っ
て
）

お
話
は
私
が
お
聞
き
し
ま
す
の
で
、
退
室
願
い
ま
す
。

（
総
務
係
長
を
押
し
の
け
て
署
長
室
に
侵
入
）

署
長
に
お
話
が
あ
る
。

（
座
る
）

ち
ょ
っ
と
お
待
ち
く
だ
さ
い
1

・

（
署
長
室
の
入
口
で
小
競
り
合
い
）

お
待
ち
く
だ
さ
い
、
ど
の
よ
う
な
ご
用
件
で
し
ょ
う
か

署
長
に
話
を
し
に
い
く
の
だ
！

（
総
務
課
ま
で
行
く
）

署
長
に
会
わ
せ
ろ
1

・

ど
こ
に
い
く
の
で
す
か
1

・

（
追
う
）

さ
っ
き
か
ら
言
っ
て
る
と
お
り
だ
1

・
な
ぜ
わ
か
ら
ん
の
だ
I

・

ま
っ
た
く
話
に
な
ら
ん
！
非
常
識
に
も
程
が
あ
る
！

あ
な
た
の
非
常
識
な
言
動
に
つ
い
て
監
督
者
で
あ
る
署
長
に
抗
議
を
申
入
れ

る
！（
席
を
立
ち
署
長
室
に
向
か
う
）

何
だ
お
ま
え
！

総
務
課
長
の
●
●
で
す
。

お
話
を
伺
い
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
ご
用
件
で
す
か
。

（
納
税
者
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
）

（
総
務
課
長
を
か
わ
し
て
署
長
室
へ
と
進
む
）

お
ま
え
は
監
習
者
じ
ゃ
な
い
か
ら
お
ま
え
と
は
話
さ
ん
1

・

も
う
い
い
！

ど
い
つ
も
こ
い
つ
も
話
に
な
ら
ん
！

（
退
室
し
て
か
ら
総
務
係
長
に
対
し
て
）
．

さ
っ
き
お
ま
え
に
や
ら
れ
怪
我
を
し
た
。
し
か
る
べ
き
対
応
を
と
ら
せ
て
も

ー
ら
『
つ

1

・

●
●
さ
ん
か
ら
い
た
だ
い
た
資
料
で
は
事
実
関
係
が
確
認
が
で
き
ま
せ
ん
の

で
ほ
か
の
資
料
で
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

●
●
さ
ん
、
先
程
か
ら
話
し
て
い
る
と
お
り
で
す
。

こ
の
件
に
つ
い
て
は
適
正
に
処
理
さ
れ
て
い
ま
す
。

A
調
査
官
が
署
内
に
お
い
て
調
査
先
の
納
税
者
と
面
会
し
て
い
ま
す
。

担
当
者
の
指
摘
に
納
税
者
は
納
得
せ
ず
話
は
平
行
線
を
た
ど
っ
て
い
る
よ
う

で
す
。



ナ
レ
—
シ
ョ
ン

総
務
課
長

納
税
者
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務
課
長

総
務
係
長

納
税
者

総
務
課
長

納
税
者

総
務
課
長

納
税
者

A
調
査
官

納
税
者

A
調
査
官

納
税
者
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4
 

す
ぐ
に
警
察
が
到
着
し
、
納
税
者
は
「
住
居
侵
入
」
及
び
「
公
務
執
行
妨

＿
害
」
の
現
行
犯
で
逮
捕
さ
れ
ま
し
た
。

補
佐
1

・
す
ぐ
に
警
察
を
呼
び
な
さ
い
！

（
総
務
係
長
を
押
し
の
け
て
署
長
室
に
侵
入
）

署
長
に
お
話
が
あ
る
。

（
座
る
）

待
ち
な
さ
い
1

・
不
法
侵
入
で
す
！

お
待
ち
く
だ
さ
い
、
ど
の
よ
う
な
ご
用
件
で
し
ょ
う
か

何
だ
お
ま
え
！

総
務
課
長
の
●
●
で
す
。

お
話
を
伺
い
ま
す
が
｀
ど
の
よ
う
な
ご
用
件
で
す
か
。

（
納
税
者
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
）

（
総
務
課
長
を
か
わ
し
て
署
長
室
へ
と
進
む
）

（
仁
王
立
ち
）

署
長
に
話
を
し
に
い
く
の
だ
！

（
総
務
課
ま
で
行
く
）

署
長
に
会
わ
せ
ろ
！

ど
こ
に
い
く
の
で
す
か
！

（
追
う
）

そ
れ
で
は
、
今
の
解
説
を
踏
ま
え
、
こ
の
事
案
に
お
け
る
適
切
な
対
応
例
と

し
て
、
も
う
一
度
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

●
●
さ
ん
、
先
程
か
ら
話
し
て
い
る
と
お
り
で
す
。

こ
の
件
に
つ
い
て
は
適
正
に
処
理
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
●
さ
ん
か
ら
い
た
だ
い
た
資
料
で
は
事
実
関
係
が
確
認
が
で
き
ま
せ
ん
の

で
ほ
か
の
資
料
で
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

さ
っ
き
か
ら
言
っ
て
る
と
お
り
だ
1

・
な
ぜ
わ
か
ら
ん
の
だ
！

ま
っ
た
く
話
に
な
ら
ん
I・

非
常
識
に
も
程
が
あ
る
！

あ
な
た
の
非
常
識
な
言
動
に
つ
い
て
監
督
者
で
あ
る
署
長
に
抗
議
を
申
入
れ

る
！
（
席
を
立
ち
署
長
室
に
向
か
う
）


